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市
政
に
関
す
る
諸
案
件
が
審
議
さ
れ
ま

す
の
で
、ぜ
ひ
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
本
会
議
（
傍
聴
席
28
席
）

各
議
員
に
よ
る
一
般
質
問
や
議
案
の
質
疑

を
行
い
ま
す
。

▼
委
員
会

議
案
の
内
容
を
詳
し
く
審
議
し
ま
す
。

▼
請
願
・
陳
情
の
提
出
締
切
日

５
月
25
日
㈭　

午
後
５
時

□
キ
ャ
ッ
チ
に
よ
る
市
議
会
放
映

▼
放
映
予
定
日

○
６
月
13
日
㈫
放
映

　

一
般
質
問
（
６
月
８
日
分
）

○
６
月
14
日
㈬
放
映

　

一
般
質
問
（
６
月
９
日
分
）

○
６
月
15
日
㈭
放
映

　

一
般
質
問
（
６
月
12
日
分
）

▼
放
映
時
間　

午
後
６
時
～
議
会
終
了

▼
放
映
チ
ャ
ン
ネ
ル　

デ
ジ
タ
ル
106
チ
ャ

ン
ネ
ル

　

「
人
権
擁
護
委
員
」
と
は
、
人
格
、
識

見
が
高
く
、
広
く
社
会
の
実
情
に
通
じ
、

人
権
に
つ
い
て
理
解
の
あ
る
人
を
、
市
議

会
の
意
見
を
聞
き
、市
長
の
推
薦
に
よ
り
、

法
務
大
臣
が
委
嘱
を
し
て
い
ま
す
。

　

全
国
の
市
町
村
に
配
置
さ
れ
、
常
に
自

由
人
権
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
る
と
と

も
に
、
国
民
の
基
本
的
人
権
が
侵
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
も
し
こ
れ

が
侵
犯
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
救
済
の

た
め
、
速
や
か
に
適
切
な
処
置
を
と
る
こ

と
が
使
命
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
市
内
で
は
次
の
皆
さ
ん
が
人
権
擁
護
委

員
に
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。（
敬
称
略
）

　

も
し
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
人
権
擁
護
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

⑴�

公
務
員
か
ら
不
当
な
圧
迫
や
処
置
を
受

け
た
と
き

⑵�

生
活
上
、
営
業
上
の
自
由
や
安
全
が
犯

さ
れ
た
と
き

⑶�
町
内
で
差
別
待
遇
を
受
け
た
と
き

⑷�
児
童
虐
待
、
セ
ク
ハ
ラ
な
ど

⑸�

生
活
環
境
に
対
す
る
侵
害
（
騒
音
、
悪

臭
、
汚
水
、
ば
い
煙
等
）

⑹�

そ
の
他
憲
法
の
保
障
し
て
い
る
基
本
的

人
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
き

　

毎
月
第
１
・
第
３
火
曜
日
の
午
後
１
時

～
４
時
ま
で
福
祉
の
里
八
ツ
田
内
の
相
談

室
で
相
談
を
行
っ
て
い
る
他
、
名
古
屋
法

務
局
刈
谷
支
局
（
☎
（21）
０
０
８
６
）
で
も

人
権
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
堅
く
守
ら

れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
に
ち

な
み
、特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

▼
と
き　

６
月
１
日
㈭　

午
後
１
時
～
４

時▼
と
こ
ろ　

福
祉
の
里
八
ツ
田　

相
談
室

市議会6月定例会日程（午前10時開会）
期日 会議名等

6月5日㈪ 本会議（開会・提案説明）

8日㈭ 本会議（一般質問）

9日㈮ 本会議（一般質問）

12日㈪ 本会議（一般質問）

14日㈬ 本会議（質疑）
予算・決算委員会

16日㈮ 企画文教委員会
予算・決算委員会分科会

19日㈪ 市民福祉委員会
予算・決算委員会分科会

20日㈫ 建設水道委員会
予算・決算委員会分科会

21日㈬ 予算・決算委員会分科会（予備日）

23日㈮ 予算・決算委員会

26日㈪ 議会運営委員会

27日㈫ 本会議（討論・採決・閉会）

消費生活相談　臨時のお休み
　5月19日㈮は、消費生活相談を臨時でお休み
します。
　ご迷惑をおかけしますが、お急ぎの場合は、
西三河消費生活相談室　消費生活相談専用ダイ
ヤル（☎0564-27-0999　月～金曜日の午前9
時～午後4時30分）をご利用ください。

▶問合せ　経済課　商工観光係（☎95-0125）

氏名 担当学区 氏名 担当学区
宮 地 秀 明 猿 渡 小 学 校 植 羅 貴 子 知 立 小 学 校
加 藤 勝 男 知立西小学校 吉 川 洋 子 知立南小学校
髙 木 誠 八ツ田小学校 髙 木 洋 子 知立東小学校
林 司 郎 来迎寺小学校 加 藤 浩 一 知 立 小 学 校

市
議
会
６
月
定
例
会

議
事
課�

庶
務
係　
　
（
☎
（95）
０
１
３
７
）

人
権
擁
護
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

協
働
推
進
課�

協
働
人
権
係

（
☎
（95）
０
１
４
４
）
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今
年
の
訓
練
は
、
局
地
的
大
雨
が
こ
の

地
域
を
直
撃
し
、
猿
渡
川
に
氾
濫
の
危
険

が
あ
る
と
い
う
想
定
で
実
施
し
ま
す
。

　

猿
渡
川
周
辺
を
中
心
に
広
報
活
動
お
よ

び
避
難
誘
導
な
ど
を
行
う
際
に
、
同
報
無

線
に
よ
る
放
送
や
、
広
報
車
お
よ
び
消
防

団
に
よ
る
ス
ピ
ー
カ
ー
を
使
用
し
た
広
報

活
動
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
関
係
自
主
防
災
会
と
と
も
に
、

公
民
館
を
避
難
所
と
し
て
避
難
で
き
る
よ

う
に
開
設
し
ま
す
。
現
場
の
訓
練
と
し
て

は
、
新
林
町
の
衣
浦
豊
田
道
路
高
架
下
で

土
の
う
工
法
を
実
施
し
ま
す
。
い
ざ
と
い

う
時
に
備
え
る
た
め
に
も
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
と
き　

５
月
28
日
㈰　

午
前
７
時
45
分

～
11
時
45
分
頃

▼
と
こ
ろ　

衣
浦
豊
田
道
路
高
架
下
（
新

林
町
）
お
よ
び
そ
の
周
辺

　

近
年
、
全
国
各
地
で
地
震
や
風
水
害
な

ど
の
自
然
災
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
災

害
時
に
は
自
分
自
身
の
命
を
守
る
こ
と

（
自
助
）
が
最
優
先
で
す
が
、
次
に
大
事

な
こ
と
は
、
地
域
で
助
け
合
う
こ
と
（
共

助
）
で
す
。
こ
の
共
助
の
要
と
な
る
の
が

地
域
の
防
災
リ
ー
ダ
ー
で
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
日
本
防
災
士
機
構
が
認
証
し
た

防
災
士
で
す
。
防
災
士
は
、
防
災
の
知
識

や
技
能
を
修
得
し
た
人
で
、
地
域
防
災
力

向
上
の
担
い
手
と
な
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
今
年
度
か
ら
災
害
時
に
地
域

で
活
躍
す
る
防
災
士
を
養
成
す
る
た
め
、

防
災
士
資
格
取
得
に
対
し
て
、
次
の
と
お

り
補
助
制
度
を
設
け
ま
し
た
。

▼
補
助
対
象
者　

市
内
在
住
者
で
、
自
主

防
災
組
織
に
所
属
し
て
い
る
人
ま
た
は
町

内
会
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
に
属
す
る
人

で
、
当
該
自
主
防
災
組
織
ま
た
は
町
内
会

の
代
表
者
の
推
薦
を
受
け
た
人

▼
補
助
対
象
経
費
お
よ
び
補
助
金
の
額

①�

日
本
防
災
士
機
構
が
認
証
し
た
研
修
機

関
が
実
施
す
る
研
修
講
座
受
講
料

②
防
災
士
資
格
取
得
試
験
受
験
料

③
防
災
士
認
証
登
録
料

①
～
③
の
経
費
の
う
ち
補
助
対
象
者
が
負

担
し
た
額
で
、
限
度
額
１
万
５
千
円
（
１

人
に
つ
き
１
回
限
り
）

▼
申
請
方
法　

防
災
士
の
認
証
登
録
を
受

け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
３
月
末
日
（
平

成
29
年
度
分
は
、平
成
30
年
３
月
30
日
㈮
）�

ま
で
に
、
指
定
の
申
込
書
兼
請
求
書
に
必

要
事
項
を
記
入
・
押
印
の
う
え
、
防
災
士

認
証
状
ま
た
は
防
災
士
証
の
写
し
、
経
費

の
支
払
い
を
証
明
す
る
書
類
の
写
し
を
添

え
て
、安
心
安
全
課
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※�

様
式
は
、
安
心
安
全
課
で
配
布
し
て
い

ま
す
。

　

国
の
仕
事
や
サ
ー
ビ
ス
、
ま
た
は
手
続

き
な
ど
に
お
い
て
、「
苦
情
が
あ
る
」「
困
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ど
こ
に
相
談
し

て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
」「
こ
う
し
て
ほ

し
い
」
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
苦
情
や
意
見
・

要
望
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
、
行
政
と
の
間

に
立
つ
パ
イ
プ
役
の
存
在
が
重
要
で
す
。

そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
総
務
大

臣
に
よ
り
民
間
有
識
者
の
中
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
行
政
相
談
委
員
で
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
国
民
が
抱
え
て
い

る
行
政
へ
の
不
満
や
苦
情
を
聴
き
、
そ
こ

で
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
を
関
係
す
る
行

政
機
関
に
通
知
し
ま
す
。
ま
た
、
受
け
付

け
た
相
談
に
関
し
て
相
談
者
に
ア
ド
バ
イ

ス
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

保
険
・
年
金
、
国
税
、
登
記
、
消
費
者

保
護
、
国
の
行
政
機
関
な
ど
の
窓
口
サ
ー

ビ
ス
な
ど
に
つ
い
て
、
苦
情
や
意
見
・
要

望
、
あ
る
い
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
近
く
の
行
政
相
談
委
員
に

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
、

来
訪
、
電
話
、
文
書
い
ず
れ
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

【
知
立
市
の
行
政
相
談
】

▼
と
き　

毎
月
第
２
・
第
４
水
曜
日　

午

後
１
時
～
４
時

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
２
階
市
民
相
談
コ
ー

ナ
ー　

▼
行
政
相
談
委
員
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

野
村
義
弘
（
☎
（81）
０
７
０
５
）

鈴
木
徳
二
（
☎
（82）
４
１
０
６
）

　

遊
歩
道
や
河
川
堤
な
ど
で
犬
の
散
歩
を

し
て
い
る
人
を
多
く
見
ま
す
が
、
一
部
の

心
無
い
飼
い
主
に
よ
る
「
フ
ン
の
放
置
」

が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

放
置
さ
れ
た
フ
ン
は
、市
が
目
指
す「
美

し
い
ま
ち
づ
く
り
」に
反
す
る
ば
か
り
か
、

悪
臭
や
虫
の
発
生
の
原
因
に
な
る
と
と
も

に
、
そ
こ
を
通
る
人
に
も
不
快
感
を
与
え

ま
す
。

　

市
で
は
、犬
の
フ
ン
放
置
対
策
と
し
て
、

平
成
25
年
度
か
ら
「
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
作

戦
」
を
実
施
し
、
フ
ン
の
放
置
現
場
に
イ

エ
ロ
ー
カ
ー
ド
を
設
置
し
て
監
視
を
行
っ

て
い
ま
す
。
今
後
は
放
置
が
多
発
す
る
区

域
に
は
監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
も
検
討
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
悪
質
な
人
に
つ
い
て
は

罰
金
を
科
す
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

愛
犬
の
フ
ン
を
飼
い
主
が
処
理
す
る
こ

と
も
犬
へ
の
愛
情
で
す
。
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

水
防
訓
練
を
実
施
し
ま
す

安
心
安
全
課�

防
災
係（
☎
（95）
０
１
６
０
）

ご
存
知
で
す
か　

行
政
相
談
委
員

市
民
課�

市
民
係　
　
（
☎
（95）
０
１
５
２
）

防
災
士
資
格
取
得
に
要
す
る

経
費
を
助
成
し
ま
す

安
心
安
全
課�

防
災
係（
☎
（95）
０
１
６
０
）

犬
の
フ
ン
放
置
は
止
め
て
く
だ

さ
い　

～
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
作

戦
実
施
中
～

環
境
課�

ご
み
減
量
係（
☎
（95）
０
１
２
６
）
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　国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
　届出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、受けられなくなる場合がありますので、次のようなときは、
自ら届出を行うことが必要です。忘れずに届出をしましょう。　▶問合せ　国保医療課　国保年金係（☎95-0123）

こんなとき どうする 届出先 手続きに必要なもの
20歳になったとき

（厚生年金・共済組合の加
入者を除く）

国民年金に加入の手続き ・第1号被保険者→国保医療課国保年金係
・第3号被保険者→配偶者の勤務先　※1 印鑑

会社を退職したとき 国民年金に加入の手続き
（被扶養配偶者も同様） 国保医療課国保年金係 印鑑、年金手帳、資格喪

失証明書、離職証明書等
結婚や退職等で配偶者の
扶養になったとき

第3号被保険者への
種別変更手続き 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先に

おたずねください
配偶者の扶養からはずれ
たとき

第3号被保険者から第1号被
保険者への種別変更手続き 国保医療課国保年金係 印鑑、年金手帳

資格喪失証明書
第3号被保険者の配偶者が
会社をかわったとき

引き続き第3号被保険者と
なる手続き 配偶者の新しい勤務先 配偶者の勤務先に

おたずねください

海外に居住するとき 任意加入の手続き 国保医療課国保年金係 印鑑、年金手帳国民年金をやめる手続き
年金の受給資格が足りな
いとき

任意加入の手続き（60歳～
70歳未満の人が対象） 国保医療課国保年金係　※1 印鑑、年金手帳、預貯金

通帳、預貯金通帳届出印
年金額を満額に近づけた
いとき

任意加入の手続き（60歳～
65歳未満の人が対象） 国保医療課国保年金係　※1 印鑑、年金手帳、預貯金

通帳、預貯金通帳届出印

年金手帳をなくしたとき 再交付の手続き ※第1号被保険者→国保医療課国保年金係
※第3号被保険者→年金事務所　※2

印鑑、本人確認できるも
の

第1号被保険者…自営業者・農林漁業従事者・学生・無職などの人で20歳以上60歳未満の人
第3号被保険者…厚生年金や共済年金に加入している会社員や公務員などで70歳未満の人に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
※1 刈谷年金事務所でも手続き可能　　※2 お急ぎの場合は刈谷年金事務所でご相談ください。

　生活習慣病を早期に発見、予防、改善するための特定健診・後期高齢者健診が6月から始まります。対象者には5月下
旬に受診券兼受診票を送付します。

●対象者　今年度に40歳～74歳になる国民健康保険被保険者および後期高齢者医療被保険者
※ 国保被保険者で6か月以上入院している人、施設に入所している人、妊娠中または産後1年以内の人は対象となりません。
●受診期間　6月1日㈭～10月31日㈫
●持ち物　国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保
険者証、受診券兼受診票、健康手帳（国保医療課または保健セ
ンター窓口で交付しています。）
●健診場所　市内の定められた医療機関（右表）
●費用　無料（ただし、がん検診など併用して受診する場合は、
特定健診・後期高齢者健診部分のみ無料となります。）
●職場等の健診を受診された人へ
今年度職場などが実施する健康診断を受診された場合は、市の
健康管理事業に活用するため健診結果をご提供ください。健診結
果は、国保医療課または保健センター窓口へ直接お持ちください。
●特定健診受診促進キャンペーン
今年度も国保加入者を対象に、「国民健康保険　特定健診受診促
進キャンペーン」を行います。詳細は広報6月1日号をご覧ください。

▶問合せ　国保医療課　国保年金係（☎95-0123）
　　　　　　　　　　　医療係（☎95-0151）
　　　　　保健センター（☎82-8211）

医療機関名 町名 電話
秋田病院 宝 81-2763
いわせ外科クリニック 西町 81-3605
大岩内科クリニック 上重原 85-1177
大山クリニック 南陽 82-0106
おがわ内科・循環器科 谷田町 81-7011
かみやクリニック 弘法町 81-0052
栄クリニック 栄 81-0067
新林内科医院 新林町 82-2616
竹内クリニック 上重原町 83-0002
知立クリニック 八ツ田町 82-1367
知立団地中央診療所 昭和 81-3405
富士病院 牛田町 85-1000
松井医院内科・胃腸科 中山町 81-0005
水野内科クリニック 池端 82-8200
宮谷クリニック・小児科 新池 81-0338

～国民年金　こんな時は、忘れずに届出を！～

6月から特定健診・後期高齢者健診が始まります
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５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー
で
す
。

　

喫
煙
は
、
が
ん
を
は
じ
め
、
循
環
器
疾

患
や
呼
吸
器
疾
患
、
糖
尿
病
、
周
産
期
の

異
常
の
原
因
に
な
る
な
ど
、
健
康
に
与
え

る
影
響
が
大
き
く
、
受
動
喫
煙
の
危
険
性

や
ニ
コ
チ
ン
の
依
存
症
な
ど
の
問
題
も
あ

り
、
禁
煙
を
す
る
こ
と
は
、
生
活
習
慣
病

を
予
防
す
る
う
え
で
も
重
要
で
す
。

　

愛
煙
家
の
皆
さ
ん
は
、
タ
バ
コ
が
体
に

悪
い
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
は
い
る
も
の

の
、「
禁
煙
は
難
し
い
」「
で
き
な
い
」
と

思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
禁
煙
の
方
法
は

日
々
新
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
以
前
の
よ

う
な
気
合
と
根
性
で
頑
張
る
方
法
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
タ
バ
コ
を
吸
い
た
い
気

持
ち
を
軽
減
す
る
薬
、
気
持
ち
を
紛
ら
わ

す
工
夫
な
ど
、
医
療
的
見
地
に
基
づ
い
た

有
効
な
禁
煙
方
法
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

禁
煙
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
保
健
セ
ン

タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
妊
婦
さ

ん
や
子
ど
も
を
持
つ
ご
家
族
向
け
の
禁
煙

に
関
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
し

た
。
妊
婦
さ
ん
や
乳
幼
児
の
受
動
喫
煙
は

子
ど
も
の
成
長
発
達
に
大
き
な
影
響
が
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
家
族
み
ん
な
で
禁
煙
を

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
実
施
期
間

胃
・
大
腸
・
肺
・
結
核
…
６
月
１
日
㈭
～

10
月
31
日
㈫

乳
・
子
宮
…
６
月
１
日
㈭
～
平
成
30
年
２

月
28
日
㈬

▼
対
象

・�

胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
検
診
…
40
歳
以
上

の
市
民

・�

肺
が
ん
検
診
…
40
歳
以
上
74
歳
以
下
の

市
民

・
結
核
検
診
…
75
歳
以
上
の
市
民

・
乳
が
ん
検
診
…
30
歳
以
上
の
女
性
市
民

・�
子
宮
頸
が
ん
検
診
…
20
歳
以
上
の
女
性

市
民

※�

い
ず
れ
も
年
度
末
（
平
成
30
年
３
月
31

日
時
点
）
の
年
齢

▼
費
用

胃
が
ん
検
診　

２
千
800
円

大
腸
が
ん
検
診　

500
円

肺
が
ん
・
結
核
検
診　

無
料
（
喀
痰
検
査

300
円
…
該
当
者
の
み
）

乳
が
ん
検
診　

１
千
200
円

子
宮
頸
が
ん
検
診　

１
千
200
円

▼
検
診
実
施
医
療
機
関
（
下
表
参
照
）

※�

定
員
は
各
医
療
機
関
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。

▼
申
込
み　

検
診
実
施
期
間
中
に
直
接
医

療
機
関
へ
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

《
検
診
料
免
除
に
つ
い
て
》

　

70
歳
以
上
の
人
（
本
年
度
）、
障
害
医

療
費
受
給
者
お
よ
び
そ
の
同
程
度
の
障
が

い
を
持
つ
人
（
医
療
費
受
給
者
証
の
提
示

必
要
）、
市
民
税
非
課
税
世
帯
お
よ
び
生

活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
に
属
す
る

人
（
事
前
に
保
健
セ
ン
タ
ー
に
要
申
請
）

は
免
除
に
な
り
ま
す
。

◎
市
特
定
健
康
診
査
対
象
の
人
は
、
胃
、

大
腸
、
肺
が
ん
、
結
核
検
診
に
限
り
同
時

受
診
も
可
能
で
す
。

◎
検
診
受
診
日
に
知
立
市
に
住
民
登
録
の

あ
る
人
が
受
診
で
き
ま
す
。

◎
同
項
目
の
市
が
行
う
検
診
の
受
診
は
年

に
一
回
し
か
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

◎
が
ん
の
予
防
・
早
期
発
見
の
た
め
の
一

次
検
診
の
た
め
、
自
覚
症
状
の
あ
る
人
、

医
療
機
関
管
理
中
の
人
は
主
治
医
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

実施医療機関 電話番号 胃 大腸 肺 結核 乳 子宮

秋田病院 81-2763 ● ● ● ●

いわせ外科クリニック 81-3605 ● ● ● ●

大岩内科クリニック 85-1177 ● ● ● ●

大山クリニック 82-0106 ● ● ● ●

おがわ内科・循環器科 81-7011 ● ●

かみやクリニック 81-0052 ● ● ● ●

栄クリニック 81-0067 ● ●

新林内科医院 82-2616 ● ● ● ●

竹内クリニック 83-0002 ● ● ●

知立クリニック 82-1367 ● ● ●

知立団地中央診療所 81-3405 ● ● ●

富士病院 85-1000 ● ● ● ●

松井医院内科・胃腸科 81-0005 ● ● ● ●

水野内科クリニック 82-8200 ● ● ● ●

宮谷クリニック・小児科 81-0338 ● ●

セントレディースクリニック	※1 81-0070 ●

三河乳がんクリニック	※2 77-5211 ●

※1		水曜日以外の平日午前中に直接お問合せください。
※2		平日午前10時～午後4時、土曜日午前10時～午後1時に直接お問合せください。

５
月
31
日
か
ら
６
月
６
日
は

禁
煙
週
間
で
す

保
健
セ
ン
タ
ー　
　

�（
☎
（82）
８
２
１
１
）

胃
が
ん
、
大
腸
が
ん
、
肺
が
ん
、

結
核
、
乳
が
ん
、
子
宮
頸
が
ん

検
診
が
始
ま
り
ま
す

保
健
セ
ン
タ
ー　
　

�（
☎
（82）
８
２
１
１
）
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介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
す
る
介
護

支
援
専
門
員
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）
の
試

験
が
行
わ
れ
ま
す
。

▼
試
験
日　

10
月
8
日
㈰

▼
受
験
資
格　

次
の
①
お
よ
び
②
に
該
当

す
る
人

①�

保
健
・
医
療･

福
祉
の
各
分
野
で
合
計

５
年
以
上
（
一
部
の
対
象
者
は
10
年
以

上
）
の
実
務
経
験
が
あ
る
人

②�

①
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
勤
務
地
が

愛
知
県
に
あ
る
人
、
も
し
く
は
現
在
①

の
業
務
に
従
事
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、

住
所
地
が
愛
知
県
に
あ
る
人

▼
願
書
の
配
布
場
所　

市
役
所
長
寿
介
護

課
（
市
役
所
１
階
６
番
窓
口
）、
県
高
齢

福
祉
課
、
県
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
、
県
民

相
談
室
、
県
社
会
福
祉
協
議
会

▼
配
布
期
間　

６
月
６
日
㈫
～
７
月
12
日

㈬　

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

▼
受
付
期
間　

６
月
13
日
㈫
～
７
月
12
日

㈬▼
問
合
せ　

県
社
会
福
祉
協
議
会　

介
護

支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
係
（
☎

０
５
２
（212）
５
５
３
０
）　

※�

６
月
13
日
㈫
～
10
月
６
日
㈮
の
期
間
の

み
利
用
可
能

　

県
教
育
委
員
会
で
は
、
子
育
て
で
気
に

な
る
こ
と
が
あ
る
人
、
子
ど
も
に
障
が
い

の
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
、
子
ど

も
の
就
学
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
人
な
ど

に
、
早
期
教
育
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
幼

児
（
３
歳
以
上
）
か
ら
平
成
30
年
度
に
新

１
年
生
に
入
学
す
る
子
ど
も（
６
歳
ま
で
）

と
そ
の
保
護
者
が
対
象
で
す
。

　

相
談
は
予
約
制
で
無
料
で
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
と
き　

７
月
28
日
㈮　

午
前
10
時
～
午

後
３
時

▼
と
こ
ろ　

西
三
河
総
合
庁
舎
（
岡
崎
市

明
大
寺
本
町
）

▼
申
込
み　

６
月
30
日
㈮
ま
で
に
、
学
校

教
育
課
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

県
教
育
委
員
会
で
は
、
来
年
度
に
小
・

中
・
高
等
学
校
入
学
予
定
で
、
障
が
い
の

可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
と
そ

の
保
護
者
を
対
象
に
、
特
別
支
援
学
校
の

様
子
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
次
の
学

校
で
体
験
入
学
を
行
い
ま
す
。

○�

安
城
特
別
支
援
学
校
（
安
城
市
桜
井
町

　

☎
（99）
３
３
４
５
）

・�

対
象　

知
的
な
発
達
に
遅
れ
や
情
緒
に

障
が
い
が
あ
る
子
ど
も

・
開
催
日　

７
月
21
日
㈮
・
９
月
14
日
㈭

○�

刈
谷
市
立
特
別
支
援
学
校
（
刈
谷
市
小

垣
江
町　

※
問
合
せ　

刈
谷
市
教
育
委

員
会
学
校
教
育
課　

☎
（62）
１
０
３
５
）

・
対
象　

手
足
の
不
自
由
な
子
ど
も

・�

開
催
日　

７
月
12
日
㈬
・
９
月
21
日
㈭

○�

大
府
特
別
支
援
学
校
（
大
府
市
森
岡
町

　

☎
０
５
６
２
（48）
５
３
１
１
）

・�

対
象　

慢
性
の
呼
吸
器
系
疾
患
な
ど
の

病
気
で
療
養
し
て
い
る
子
ど
も

・�

開
催
日　

７
月
11
日
㈫
・
10
月
26
日
㈭

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

直
接
電
話
で
体
験

入
学
希
望
の
学
校
へ
。

▼
そ
の
他　

各
特
別
支
援
学
校
で
は
、
体

験
入
学
以
外
の
日
に
も
、
随
時
の
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
４
月
に
刈
谷
市
に
肢
体
不
自

由
児
を
対
象
と
し
た
特
別
支
援
学
校
が
開

校
し
ま
す
。
教
育
内
容
、
今
後
の
教
育
相

談
な
ど
に
関
す
る
説
明
と
質
疑
応
答
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。

▼
と
き　

６
月
７
日
㈬　

午
後
１
時
～
２

時
30
分

▼
と
こ
ろ　

刈
谷
市
役
所
７
階　

大
会
議

室▼
対
象
者　

知
立
市
、
刈
谷
市
、
高
浜
市

在
住
の
肢
体
不
自
由
児
の
保
護
者

▼
申
込
み　

事
前
申
込
み
必
要（
詳
細
は
、

刈
谷
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。）

臨時職員を追加募集します！
1.	応募区分 分別作業員
2.	募集人数 2人
3.	募集期間 平成29年5月16日㈫～31日㈬　午後5時まで

4.	勤務内容

・廃棄物の収集運搬および分別
・ごみ集積所の簡単な修繕
・不法投棄物や動物死体の収集
・不法投棄禁止看板などの各種設置
・環境課が行う事業の補助
※	上記に掲げた職務以外も必要に応じて行う場合が
あります。
※作業服、安全靴は貸与します。

5.	勤務開始日 平成29年7月3日㈪

6.	勤務時間
・月曜日～金曜日（祝休日に出勤の場合あり）
・午前9時～午後3時30分（休憩1時間、5.5時間/日）
※イベント時や年末の出勤あり

7.	応募資格 ・満63歳未満で健康な人
・普通自動車運転免許（オートマチック限定免許不可）

8.	雇用期間 6か月間（勤務成績に応じて2週間後に再雇用あり。
最長満70歳までは更新の可能性あり。）

9.	賃金
・940円／時間（手当なし）
・5日間の有給休暇あり（1時間単位で取得可）
・社会保険加入なし　・雇用保険加入あり

10.			応募必要書類

・	履歴書1通（市販の用紙に記載のもの）に写真1
枚（上半身脱帽、正面向きで6か月以内に撮影し
たもの）を添付してください。
・	「7．応募資格」に記載の資格を証明することが
できるもの（写し可）

11.	面接日程 6月19日㈪　午前9時～（応募者多数の場合、面接
時間を個々にご連絡します。）

12.			受付窓口およ
び問合せ先

知立市役所　環境課　ごみ減量係　（市役所2階　7
番）☎95-0126

早
期
教
育
相
談
を
実
施
し
ま
す

学
校
教
育
課�

学
校
教
育
係

（
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市政トピックス
※問合せは知立市役所

TEL	 0566−83−1111（代表）
FAX	0566−83−1141
E-mail	:	info@city.chiryu.lg.jp

9 2017.	5.16

○
講
座
名　

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
基
礎

▼
と
き　

７
月
１
日
㈯
・
２
日
㈰　

午
前

９
時
10
分
～
午
後
４
時
30
分
（
２
日
目
は

午
後
３
時
40
分
ま
で
）

▼
と
こ
ろ　

県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校

▼
訓
練
内
容　

配
線
練
習
盤
に
よ
る
リ

レ
ー
シ
ー
ケ
ン
ス
基
本
回
路
と
配
線
法

▼
対
象
者　

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
の
基
礎
を

習
得
し
た
い
人

▼
募
集
人
数　

18
人

▼
受
講
料　

２
千
300
円
（
別
途
テ
キ
ス
ト

代
と
し
て
２
千
700
円
［
税
込
］
必
要
）

▼
申
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー

ル
に
講
座
名
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
郵
便

番
号
、
住
所
、
電
話
番
号
、
職
業
を
記
入

の
う
え
、
６
月
８
日
㈭
（
必
着
）
ま
で
に

県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校
（
〒
444
―
０

８
０
２　

岡
崎
市
美
合
町
平
端
24
番
地

Ｅ
メ
ー
ルokazaki-senm
onko@

pref.ai
chi.lg.jp

）
へ
。

※�

申
込
み
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
で
決
定

し
、
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

○
講
座
名　

機
械
系
２
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｄ
基
礎

▼
と
き　

７
月
15
日
㈯
・
16
日
㈰　

午
前

９
時
10
分
～
午
後
４
時
30
分
（
２
日
目
は

午
後
３
時
40
分
ま
で
）

▼
と
こ
ろ　

県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校

▼
訓
練
内
容　

２
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｄ
製
図
の
基
礎

知
識
と
コ
マ
ン
ド
操
作
を
習
得
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

Ｃ
Ａ
Ｄ
の
経
験
が
少
し
あ
り
、

二
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
操
作
技
術
を
習
得
し
た
い

人▼
募
集
人
数　

16
人

▼
受
講
料　

２
千
300
円

▼
申
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー

ル
に
講
座
名
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
郵
便

番
号
、
住
所
、
電
話
番
号
、
職
業
を
記
入

の
う
え
、
６
月
22
日
㈭
（
必
着
）
ま
で
に

県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校
（
〒
444
―
０

８
０
２　

岡
崎
市
美
合
町
平
端
24
番
地

Ｅ
メ
ー
ルokazaki-senm

onko@
pref.ai

chi.lg.jp
）
へ
。

※�

申
込
み
多
数
の
場
合
は
、
抽
選
で
決
定

し
、
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

　知立まつりで奉納上演される「知立の山車文楽とからくり」を劇場の山車を利用して上演します。劇場な
ので快適な環境で座ってゆっくりとご鑑賞いただけます。義太夫が語る床本（台本）の無料配布もあります。
　各町内が披露する演目の見所を、京都市立芸術大学名誉教授の後藤静夫氏をゲストに迎え、わかりやすい
解説とともに上演します。奉納上演さながらの舞台をお楽しみください。伝統芸能の技が冴えわたります。

▶と　き　7月2日㈰　午後2時開演（午後1時30分開場）
▶ところ　文化会館　花しょうぶホール（全自由席）
▶入場料　無料（要整理券）
▶整理券配布　5月27日㈯午前10時から
　　　　　　　来館受付・整理券配布開始
※電話受付は午後1時から（☎83-8102）
※1人につき2枚まで
▶出　演　知立山車文楽保存会（山町人形連、宝町人形連、
　　　　　本町人形連、中新町人形連、知立市義太夫会）、
　　　　　知立からくり保存会（西町唐繰師）
▶問合せ　文化会館（パティオ池鯉鮒　☎83-8100）

県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校

平
成
29
年
度
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座

︵
在
職
者
対
象
訓
練
︶受
講
者
募
集

県
立
岡
崎
高
等
技
術
専
門
校
在
職
者

訓
練
担
当�（
☎
０
５
６
４
（51）
０
７
７
５
）

「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」「知立の山車文楽とからくり」
ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」
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